
（③×控除率） （⑥×控除率）

調整前事業所得税額超過構成額

（ 年分）

福島県知事等の認定、指定

又 は 確 認 を 受 け た 日

特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除、
企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除又は
避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書



　事業所得、不動産所得、給与所得（所得金額調整控除の適用がある場合には、その控除後の残額）、総合課

税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得、雑所得の合計額（これらの金額は、損益通算前の金額になります。）

法41の 19の４）、分配時調整外国税相当額控除（所得税法93）、外国税額控除（所得税法95）及び震災特

例法第10条から第 10条の４までの所得税額の特別控除の規定などを適用しないで計算した額です。

㉘

、令和３年改正法附則第86条

特定

⑥×控除率

等

　ただし、令和３年改正法附則第86条第２項に規定する平成31年４月１日から令和３年３月31日の間に旧被災

雇用者等に対して支給する一定の給与等がある場合は、③のうち当該給与等の支給額に相当する部分について

は、控除率を「7/100」として計算される税額控除限度額を記載します。

、次の認定等を受けた個人に応じ、控除率を計算した税額控除限度額を記載します。

個人

震災特例法第10条の3の2第1項の表の第１号の第１欄に掲げる個人

震災特例法第10条の3の2第1項の表の第２号の第１欄に掲げる個人

震災特例法第10条の3の2第1項の表の第３号の第１欄に掲げる個人

震災特例法第10条の3の3第1項の福島県知事の確認を受けた個人

20/100

10/100

15/100

20/100

控除率

（１）

（２）

（３）

特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除、

企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除又は

避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書


